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１ 環境行政の機構 

(1) 環境保全等分掌の系統（市組織）※2023年4月1日現在 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

副市長 

環境政策課 環境市民部 

廃棄物対策課 
（ごみ処理施設整備推進室） 

 

環境の測定及び分析、公害の防止指導・苦情処理、ペット等の管理

及び苦情処理、環境審議会、資源・エネルギー、環境基本条例、環

境基本計画、地球温暖化対策実行計画、環境マネジメントシステム、

環境教育、環境ボランティアの育成・支援 

 
一般廃棄物の処理、廃棄物の不法投棄防止、ごみの資源化、

衛生害虫等の駆除、最終処分場の整備 

健幸推進室 

商工観光課 

鳥獣保護、有害鳥獣駆除、畜産環境問題、農業用水、農地保全、

森林保全、地産地消 

ジオパーク、ごみ拾いツアー実施、農商工連携・６次産業化事業 

 

 

下水道の整備、下水道施設の維持管理､下水道接続の普及促進 

 

水道課 

都市基盤部 

下水道課 

浄化センター 終末処理場の維持管理、下水の水質管理 

土地利用、開発行為、都市計画、都市景観 

計画まちづくり部 

都市整備課 

道路・河川等の監視及び維持管理 

都市計画道路、無電柱化 

都市計画課 
（都市政策室） 

住宅政策課 
（三島住まい推進室） 

 

建築確認申請、建築行政、建築相談、空家対策、建築物省エネ法、

建設リサイクル法 

 

緑地推進、樹木の害虫駆除、名木の保存保護、空地管理、

地下水保全、ガーデンシティみしま推進事業 

 

水道施設の維持管理、水道水の水質試験その他衛生管理 

産業文化部 

地域協働・安全課 

健康推進部 

農政課 

スマートウエルネスみしま推進事業 

街路灯・防犯灯等の維持管理、駐輪対策、コミュニティバスの利用促進 

企画戦略部 
政策企画課 

共創推進室 

戦略プロジェクト推進室 

 

総合計画、国土利用計画、共創のまちづくり 

楽寿園      

 

小浜池や園内緑地等の管理、イベントの実施 

 

健康づくり課 食育の推進 

みどりと水の 

まちづくり課 
（ガーデンシティ推進室） 

 

土木課 
（市道・河川整備推進室） 

 

 

生活排水対策室 合併処理浄化槽設置費の補助、衛生プラントの維持管理、

都市下水路施設の維持管理 

箱根の里の維持管理、イベントの実施（自然と

ふれあい機会の提供） 

教育推進部 

生涯学習課 

教育長 

文化財課 文化財等の適正管理 

箱根の里 

社会福祉部 子ども保育課 保育園・幼稚園の環境教育の推進、幼稚園園庭の芝生化 

学校教育課 学校給食の運営 

副市長 



 
- 6 - 

(2) 環境保全関連組織 

①静岡県 
  くらし･環境部環境局環境衛生科学研究所、警察署、東部健康福祉センター 

②三島消防署（富士山南東消防本部） 

  煙火の許可・指導・取締り、液化石油ガス等の保安指導、危険物品等の調査指導、流出油脂類の

除去 

③協議会など 

三島地区環境保全推進協議会、狩野川水系水質保全協議会、狩野川水系水質汚濁対策連絡協議会、

静岡県東部５市４町地下水汚染防止対策協議会、静岡県都市環境保全行政研究会、三島市環境監

視モニター 

 

 

２ 公害関係法等による届出状況 

市内で公害関係の法律・条例による諸届出及び規制を受ける工場・事業場は次のとおりです。 

 

環境保全関係規制対象工場（事業場）数一覧                     2023.3.31現在 

区        分 工場・事業場 公害防止管理者設置事業者 

総         数  1,385     22      

種 
 

 
 

 
 

 

類 

大  気  汚  染  法 律 31     1      

（  ば  い  煙
 
）  条 例 3     0      

大  気  汚  染  法 律 0     0      

( 粉  じ  ん  ）  条 例 62     0      

水  質  汚  濁  
法 律 193     13      

条 例 3     0      

騒          音  
法 律 253     3      

条 例 512     0      

振          動  
法 律 133     5      

条 例 61     0      

悪                 臭  75     0      

特     定     作     業  56     0      

ダ  イ  オ  キ  シ  ン 3     0      

 

３ 三島市環境基本条例 

地球環境問題に象徴されるように、全国的に影響を有するが、その原因は各地方の経済活動や市民生活に

起因する環境負荷の積み重ねにあるような環境問題が顕在化してきていることから、各区域の自然的、社会

的条件に応じた環境施策の実施が重要であるため、三島市の環境施策の基本理念を明らかにした｢三島市

環境基本条例｣を、2000 年 11 月に制定しました。（基本条例の全文は付録に掲載） 
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４ 第３次三島市環境基本計画 

2022 年 3 月に 2022 年度から 2031 年度までを計画期間とする第３次三島市環境基本計画を、

三島市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）、三島市気候変動適応計画及び三島市生

物多様性地域戦略を含めて策定しました。第 3 次環境基本計画では、「未来につなぐ 自然豊かな 快

適環境のまち 三島」を望ましい環境像にかかげ、市民・事業者・市などが互いに連携し、「協働・共

創」により取組を推進することとしています。  

また、三島市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）では、市域から排出される温室

効果ガス排出量の中期目標を「2031 年度までに 2013 年度比で 46％以上削減」、長期目標を「2050

年度までに実質ゼロ」として定め、2022 年 3 月 18 日に市長より、2050 年度までのカーボンニュ

ートラルシティの実現を、市民や事業者とともに目指すことを表明しました。 

 

５ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 

(1) 概要 
三島市では、ISO14001を認証取得後、2000年度から2013年度まで規格を維持し、環境負荷

の低減を進めてきました。その間、職員に環境へ配慮する意識が浸透・定着化し、エネルギー使用

量等の削減においても大きな効果を挙げることができました。 

2014年度からは、ISO14001の考え方を基に構築した、三島市独自の環境マネジメントシステ

ムに移行しました。 

(2) 独自ＥＭＳ移行までの経緯 

2000年7月26日:ISO14001 認証取得（小・中学校を除く市の全48施設） 

2003年7月26日:更新１回目（小・中学校施設を含む市の全72施設） 

2006年7月26日:更新２回目（指定管理施設含む市の全76施設） 

2009年7月26日:自己適合宣言 

2014年4月1日:独自ＥＭＳへ移行 

(3) 適用施設 

指定管理施設を含む、市のすべての施設 

(4) 対象となる管理項目 

第３次環境基本計画に基づく管理項目は次のとおりです。 

項目 概要 

環境基本計画指標項目 第３次三島市環境基本計画の指標 

環境基本計画等取組項目 

第３次三島市環境基本計画、三島市地球温暖化対策地方公共団体実行

計画（区域施策編）、気候変動適応計画、三島市生物多様性地域戦略

に基づく「具体的な取り組み」 

環境負荷項目 エネルギーの使用、廃棄物の排出、上水道の使用、事務用紙の使用 

業務改善項目 
地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業編）【第５版】に定

めた「具体的な取り組み」 

法規制等 
事務・事業の実施、施設・設備の管理において適用となる環境関連の

法令等 

 

 


